
財務書類の調査分析と監査意見（石川県加賀市）

○ 監査委員制度において、従来から実施している官庁会計に基づく決算に関する審査に加えて、財務書類についても監査の
対象とし、監査委員により財務書類の情報について他団体比較と分析を行い、監査意見が述べられている。

事例概要

取組内容

○ 監査委員による調査分析・意見により、財務書類から得られる資産や負債の状況や受益者負担の状況などについて、議会
での関心が高まるとともに、市内部においても、幹部職員を含めた多くの職員の財務書類に対する意識向上に繋がった。

効果等

（注）上段（黒字）は、「統一的な基準」のただし書き、下段（赤字）は、「統一
的な基準」の本文に基づき算定したもの。

「公会計制度に基づく平成28年度財務書類の調査分析と監査意見」より抜粋

○ 監査委員制度において、平成30年度実施の決算審査意見より、官庁会計に
基づく通常の決算審査意見に加えて、財務書類についての調査分析と監査意
見を述べている。

○ 分析の手法としては、県内の近隣市を中心に、データ入手できた団体との比
較分析を実施。

○ 「一般会計等」及び「全体」を対象とし、財務４表に関して、「住民１人当たりの
資産額・負債額」、「徴収不能引当金」、「住民１人当たりの行政コスト」、「受益
者負担率」等について算出し、比較を行い、意見を述べている。

【分析・意見の具体的な内容】

○ 平成28年度決算分の財務書類においては、分析の１つとして、受益者負担
率について他市と比較し、他団体より受益者負担率が低いことに着目し、使用
料・手数料の負担が適正かどうかの判断を行う必要がある旨を指摘。この意
見を踏まえ、令和元年度から使用料・手数料を改定することとなった。

○ 平成29年度決算分の財務書類においては、他市との比較・経年比較を実施。
徴収不能引当金については、一般会計等・全体会計ともに、加賀市の引当率
の大きさが顕著に表れており、長期延滞債権の額が大きいことを明らかにし、
適正な債権管理を行うよう強く要請している。

「公会計制度に基づく平成29年度財務書類の調査分析と監査意見」より抜粋
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